
主任技術者
現場代理人及び　監理技術者　通知書（当初・変更）
監理技術者補佐
専門技術者
	工事名称

	契約番号

	現場代理人　　（職）氏名
	
	本工事常駐

	※１□　主任技術者　　（職）氏名
	
	□本工事専任
□他の工事と兼任

	※２□　監理技術者　　（職）氏名
	
	□本工事専任
□他の工事と兼任

	□　監理技術者補佐（職）氏名
	
	本工事専任

	□　専門技術者　　（職）氏名
	
	□本工事専任
□他の工事と兼任

	　上記のとおり現場代理人等を選任しましたので通知します。
なお、上記主任技術者又は監理技術者は建設業法第７条
※２
□ イ
□ ロ　
□ ハ
□ イ
□ ロ　　　
□ ハ
※１


第２号　　　　 　　　、第15条の２号　　　　　　　　該当の資格を有するもの、

又は第27条の18第１項により資格者証の交付を受けたものであり、かつ過去５年以内に監理技術者講習を修了したものであること、
監理技術者補佐は
①建設業法第７条第２号[□イ、□ロ、□ハ]※に該当し、建設業法第27条の規定に基づく技術検定において一級の第一次検定に合格したもの。
②建設業法第15条第２号[□イ、□ロ、□ハ]※に該当する者
□１号
□２号に該当する者
建設業法施行令第28条







であることに相違ありません。
○○　　　年　　　月　　　日
大阪市水道局長　　　
受注者
所在地
商号又は名称
代表者氏名 　　　　　　　　　　　





（裏面）

（参考）
　○建設業法第７条第２号（主任技術者・一般建設業の営業所専任技術者となるための要件）
高等学校の指定学科卒業後　　　５年以上の実務経験を有する者
イ．

高等専門学校の指定学科卒業後　３年以上　　　　〃

大学の指定学科卒業後　　　　　３年以上　　　　〃

ロ．　　イ以外の学歴の場合　　　　　　１０年以上　　　　〃

ハ．　　主任技術者となりうる国家資格等を取得した者
（各建設業の登録基幹技能者講習を修了した者を含む。）

○建設業法第１５条（監理技術者・特定建設業の営業所専任技術者となるための要件）
・指定建設業（土木・建設・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の７建設業）
イ． 監理技術者となりうる国家資格等を取得した者（一級資格者）
ロ． イと同等以上の能力を有するものと認められる者（国土交通大臣特別認定者）

・指定建設業者以外
イ． 監理技術者となりうる国家資格等を取得した者（一級資格者）
ロ． 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上である工事に関して２年以上指導監督的な実務経験を有する者。
ハ． イ又はロと同等以上の能力と有するものと認められる者

○建設業法第２７条の１８第１項（監理技術者資格者証の交付）

（注意事項）
○監理技術者等については「監理技術者等の配置に関する事務取扱要領（大阪市ホームページ）」に基づき適切に配置すること

